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１年 ２年 ３年 ４年

数学基礎・導入

３つの履修モデルとカリキュラムマップ

データサイエンス入門、線形代数への
招待、解析学への招待、確率への招待

〔教養教育科目群〕

〔専門教育科目群〕
【データサイエンス基礎科目】

〈データエンジニアリング系科目〉
計算機利⽤基礎
情報科学概論

データ構造とアルゴリズム
プログラミングⅠ

〈データアナリシス系科目〉
解析学
線形代数

回帰分析
多変量解析入門

〈データ解析科目〉
基礎情報活⽤演習A, B

【価値創造基礎科目】
プレゼンテーション論
情報倫理

価値創造⽅法論
価値創造実践論等

データサイエンス実践論
実践データ概論

統計数学
統計学要論

【価値創造応⽤科目】
各種領域分野における
講義及び演習セット

学部共通の修得科目

型別の修得科目

◆ データエンジニア型
進路 ︓ IT系企業、シンクタンク、

製薬企業、医療機関、企業の
データ分析部門、大学院等

◆ データアナリスト型
進路 : 経営コンサルタント、シ

ンクタンク、製薬企業、医療
機関、企業の財務経理/マー
ケティング/⽣産管理、企業
のデータ分析部門、大学院等

◆ データコンサルタント型
進路 ︓ 企業の財務経理/経営企

画/マーケティング/⽣産管理、
国、地方自治体等

【データ駆動型PBL演習科目】

※「データ駆動型PBL演習科目」では、データサイエンスの専門知識とスキルを活⽤して価値創造を繰り返し、価値創
造のノウハウを身に付けさせる。

DS入門演習 DSフィールドワーク演習
DS実践価値創造演習 DS上級実践価値創造

卒業演習

【データサイエンス専門科目】

情報科学系教員ゼミ

プログラミングⅡ、Ⅲ
ビジュアルプログラミング
応⽤数学
プログラミング設計

情報セキュリティ
情報ネットワーク
情報理論
機械学習

最適化理論
データマイニング総論
情報学特論（⼈⼯知能）
情報活⽤演習等

【データ駆動型PBL演習科目】
DS入門演習 DSフィールドワーク演習

【データサイエンス専門科目】

統計科学系教員ゼミ

多変量解析
テキストマイニング
質的データ解析
機械学習

時系列解析
生存時間解析
ベイズ理論
空間統計

統計学特論
情報活⽤演習等

DS実践価値創造演習 DS上級実践価値創造
卒業演習

データベース

【データ駆動型PBL演習科目】
DS入門演習 DSフィールドワーク演習

【データサイエンス専門科目】

応⽤領域分野教員ゼミ

社会調査法
標本調査法

テキストマイニング
データマイニング総論

品質管理
社会調査実践演習

DS実践価値創造演習 DS上級実践価値創造
卒業演習

【価値創造応⽤科目】（上記に加え履修）
各種領域分野における
講義及び演習セット

【価値創造基礎科目】
ミクロ経済学、マクロ経済学、経営学、簿記会計、財務会計、管理会計、証券分析とポートフォリオマネジ
メント

［卒業要件］
【教養教育科目群】 29単位以上

大学入門科目 2単位
全学共通教養科目 20単位
外国語科目 5単位
体育科目 2単位

【専門教育科目群】 99単位以上
データサイエンス基礎科目
＜データエンジニアリング系科目＞ 11単位
＜データアナリシス系科目＞ 16単位
＜データ解析科目＞ 4単位
データサイエンス専門科目 自由選択
価値創造基礎科目 8単位以上
価値創造応⽤科目 9単位以上
データ駆動型PBL演習科目 12単位

合計 128単位以上
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国立大学法人滋賀大学学習アシスタント実施要項 

 

（目的） 

第１ この要項は、国立大学法人滋賀大学の優秀な学部学生に対し、教育的配慮の下に、学部において

教育への補助に参画させることを通じて、当該学生への教育効果を期待すると同時に、学部教育にお

ける学習支援機能を充実し、学習面における先輩後輩（学生）間の相互扶助文化の醸成を制度的にサ

ポートすることを目的とする。また、これに対する手当てを支給することにより、優秀な学部学生の

就学支援としても機能することを目的とする。 

（名称） 

第２ 本要項により採用される者は、学習アシスタントと称する。 

（職務内容） 

第３ 学習アシスタントは、担当教員の指導・助言に従い、学部学生に対して実験、実習、演習等の教

育補助業務を行うものとする。 

（公募及び選考） 

第４ 学習アシスタントの公募及び選考は、各学部ごとに行うものとする。 

２ 学習アシスタントの資格は、大学に２年以上在学して６２単位以上を修得した者とする。ただし、

適任者が得られない場合で、取得単位数及び成績から学部長が判断して特に優秀であり、当該学生の

学習、授業等に支障が生じないと認める場合はこの限りではない。 

（採用等） 

第５ 学習アシスタントは、１週間当たり１５時間を超えない範囲で従事するものとする。 

２ 学習アシスタントの雇用期間は、採用日の属する会計年度の範囲内で、職務内容に応じた必要な期

間とする。ただし、採用に当たっては、当該学部学生の学習、授業等に支障が生じないよう配慮する

ものとする。 

（給与等） 

第６ 学習アシスタントには、時間給による手当を支給するものとし、その他の給与は支給しない。 

（その他） 

第７ この要項に定めるもののほか、学習アシスタントに関し必要な事項は、各学部において定めるも

のとする。 

  

附 則 

この要項は、平成17年４月１日から実施する。 

附 則 

この要項は、平成18年４月１日から実施する。 

附 則 

この要項は、平成23年６月15日から実施し、同年４月１日から適用する。 

附 則 

この要項は、平成29年４月１日から実施する。 
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国立大学法人滋賀大学教育・学生支援機構規程 

 

 (趣旨) 

第１条 この規程は、国立大学法人滋賀大学学則（平成16年4月1日制定）第12条の規定に基づき、国立

大学法人滋賀大学教育・学生支援機構(以下「機構」という。)に関し、必要な事項を定める。 

 (目的) 

第２条 機構は、国立大学法人滋賀大学（以下「本学」という。）の理念・教育目標に基づき、教育の

質の保証及び学生の充実した修学・生活環境の実現並びに本学の入学者選抜（以下「入試」という。）

に係る広報活動を行うとともに、アドミッション・ポリシーに則した適切な入試方法の開発、入学者

の学修データ等の調査・分析の実施及び高大連携・高大接続教育の充実を図ることを目的とする。 

２ 機構は、前項の目的を達成するために、各学部・研究科等の学内組織と相互に連携を図る。 

 (業務) 

第３条 機構は、前条の目的を達成するため、次に掲げる業務を行う。 

(1) 全学の教育、学生支援及び高大接続における総合的な企画、評価に関すること。 

(2) 全学の教育の推進、学生支援及び高大接続の充実に関すること。 

(3) その他機構の目的を達成するために必要な事項に関すること。 

２ 機構は、本学が自主的・自律的に行う教育、学修環境、学生支援及び高大接続に係る諸活動の質保

証の取り組み（以下「教育の内部質保証」という。）に関する次に掲げる業務を行う。 

(1) 教育の内部質保証に関する方針・体制の整備 

(2) 教育の内部質保証に関する自己点検項目の設定 

(3) 学部・研究科並びに次条に規定する部門及びセンター（以下「学部等」という。）の自己点検・

評価結果、改善計画及び改善計画の進捗状況の検証・改善指示 

(4) 学部等の自己点検・評価結果、改善計画及び改善計画の進捗状況を取りまとめ、国立大学法人滋

賀大学目標計画・評価委員会に対し実績を報告 

(5) 教育の内部質保証システムの有効性・効率性の確認 

(6) その他教育の内部質保証に関すること。 

 (構成) 

第４条 機構は、第2条の目的を達成するため、次の部門及びセンターを置く。 

(1) 教育推進部門 

(2) 学生支援部門 

(3) 高大接続・入試センター 

 (機構長) 

第５条 機構に、機構を構成する前条の部門及びセンターを総括するため、機構長を置く。 

２ 機構長は、教育担当の理事をもって充てる。 

 (副機構長) 

第６条 機構に、機構長の職務を補佐するため、副機構長を置く。 

２ 副機構長は、機構長が指名する者をもって、学長が任命する。 

３ 副機構長の任期は２年とし、再任を妨げない。ただし指名した教育担当の理事の任期の終期を超え

ることができない。 

４ 前項の者に欠員が生じたときの後任者の任期は、前任者の残任期間とする。 

５ 副機構長は、機構長に事故があるときは、その職務を代行する。 

 (機構会議) 

第７条 機構に、第3条に掲げる業務について方針・方策を決定するとともに、業務の実施にあたり部

門及びセンター間の調整を行うため、機構会議を置く。 

２ 機構会議は、次に掲げる委員をもって組織する。 

(1) 機構長 

(2) 副学長（入試） 

(3) 副機構長 

(4) 部門及びセンター代表 

(5) 学務課長 

(6) 学生支援課長 

(7) 入試課長 

３ 機構会議に、必要に応じ作業部会を置くことができる。 
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４ 機構会議は、原則として年４回開催する。ただし、機構長が必要と認めるときは、この限りでない。 

 (議長) 

第８条 機構会議に議長を置き、前条第2項第1号の委員をもって充てる。 

２ 議長は、機構会議を主宰する。 

 (委員以外の者の出席) 

第９条 議長は、必要があると認めたときは、委員以外の者の出席を求め、その意見を聴くことができ

る。 

 (教育推進部門) 

第10条 教育推進部門は、機構会議が決定した方針・方策に基づき、学士課程及び大学院課程における

教育改革並びにファカルティ・ディベロップメントを促進し、教養教育及び専門教育を充実させるた

めの諸施策の企画、立案及び調整に関する業務等を行う。 

２ 教育推進部門は、本学が自主的・自律的に行う学修設備の質保証の取り組みに関する次に掲げる業

務を行う。 

(1) 機構会議が定めた自己点検項目に従い、毎年、必要なデータを収集し自己点検を実施 

(2) 毎年の自己点検結果を踏まえ、５年から７年に１度自己評価を実施 

(3) 自己点検・評価の結果及び外部者の意見等を踏まえ、改善が必要な場合には、改善計画を策定し、

改善策を実施 

(4) 自己点検・評価結果、改善計画及び改善計画の進捗状況を機構会議に報告 

３ 教育推進部門は、次に掲げる委員をもって組織する。 

(1) 副機構長 

(2) 学部から選出された教員 各1人 

(3) 国際交流機構から選出された教員 1人 

(4) 高大接続・入試センターから選出された教員 1人 

(5) 学務課長 

４ 前項第2号から第4号の委員の任期は、1年とし、再任は妨げない。ただし、欠員が生じたときの後

任者の任期は、前任者の残任期間とする。 

５ 教育推進部門に部門長を置き、第3項第1号の委員をもって充てる。 

６ 教育推進部門に部門代表を置き、第3項第2号の委員の互選により選出する。 

７ 部門長に事故があるときは、部門代表が、その職務を代行する。 

 (学生支援部門) 

第11条 学生支援部門は、機構会議が決定した方針・方策に基づき、保健管理センター及び障がい学生

支援室と有機的に連携し、学生の修学、生活、就職活動、課外活動等を総合的に支援するための諸施

策の企画、立案及び調整に関する業務等を行う。 

２ 学生支援部門は、本学が自主的・自律的に行う学生支援に係る諸活動の質保証の取り組みに関する

次に掲げる業務を行う。 

(1) 機構会議が定めた自己点検項目に従い、毎年、必要なデータを収集し自己点検を実施 

(2) 毎年の自己点検結果を踏まえ、５年から７年に１度自己評価を実施 

(3) 自己点検・評価の結果及び外部者の意見等を踏まえ、改善が必要な場合には、改善計画を策定し、

改善策を実施 

(4) 自己点検・評価結果、改善計画及び改善計画の進捗状況を機構会議に報告 

３ 学生支援部門は、次に掲げる委員をもって組織する。 

(1) 副機構長 

(2) 学部から選出された教員 各1人 

(3) 保健管理センターから選出された教員 1人 

(4) 障がい学生支援室から選出された教員 1人 

(5) 国際交流機構から選出された教員 1人 

(6) 高大接続・入試センターから選出された教員 1人 

(7) 学生支援課長 

４ 前項第2号から第6号の委員の任期は、1年とし、再任は妨げない。ただし、欠員が生じたときの後

任者の任期は、前任者の残任期間とする。 

５ 学生支援部門に部門長を置き、第3項第1号の委員をもって充てる。 

６ 学生支援部門に部門代表を置き、第3項第2号の委員の互選により選出する。 

７ 部門長に事故があるときは、部門代表が、その職務を代行する。 
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 (部門会議) 

第12条 各部門に、各部門の業務等に関する事項を審議するため、部門会議を置く。 

２ 部門会議は、部門の委員で構成する。 

３ 部門長は、部門会議を招集し、その議長となる。 

４ 議長は、必要があると認めたときは、委員以外の者の出席を求め、その意見を聴くことができる。 

５ 部門会議に、必要に応じ作業部会を置くことができる。 

６ 教育推進部門会議及び学生支援部門会議は、原則としてそれぞれ年４回開催する。ただし、部門長

が必要と認めるときは、この限りでない。 

（高大接続・入試センター） 

第13条 高大接続・入試センターは、機構が決定した方針・方策に基づき、次に掲げる業務を行う。 

(1) 入試方法に係る調査・研究及び企画・立案に関すること。 

(2) 高大連携・高大接続教育に関すること。 

(3) 入学者の学修データ等の収集・蓄積及び分析・活用に関すること。 

(4) 大学説明会、進路指導ガイダンス等の企画・立案及び実施に関すること。 

(5) 入試情報の提供及び入試に係る広報に関すること。 

(6) その他機構の目的を達成するために必要と認められる事項に関すること。 

２ 高大接続・入試センターは、本学が自主的・自律的に行う高大接続に係る諸活動の質保証の取り組

みに関する次に掲げる業務を行う。 

(1) 機構会議が定めた自己点検項目に従い、毎年、必要なデータを収集し自己点検を実施 

(2) 毎年の自己点検結果を踏まえ、５年から７年に１度自己評価を実施 

(3) 自己点検・評価の結果、改善が必要な場合には、改善計画を策定し、改善策を実施 

(4) 自己点検・評価結果、改善計画及び改善計画の進捗状況を機構会議に報告 

３ 高大接続・入試センターは、次に掲げる委員をもって組織する。 

(1) 副学長（入試） 

(2) 学部から選出された教員 各１人 

(3) 高大接続・入試センター配置教員 

(4) 入試課長 

４ 高大接続・入試センターにセンター長を置き、第3項第1号の委員をもって充てる。 

（センター会議） 

第14条 高大接続・入試センターに、高大接続・入試センターの業務等に関する事項を審議するため、

センター会議を置く。 

２ センター会議は、センターの委員で構成する。 

３ センター長は、センター会議を招集し、その議長となる。 

４ 議長は、必要があると認めたときは、委員以外の者の出席を求め、その意見を聴くことができる。 

５ センター会議に、必要に応じ作業部会を置くことができる。 

６ センター会議は、原則として年１回開催する。ただし、センター長が必要と認めるときは、この限

りでない。 

 (事務) 

第15条 機構の事務は、関係部局等の協力を得て、学務課において処理する。ただし、部門及びセンタ

ーの事務は、所掌する課において処理する。 

 (雑則) 

第16条 この規程に定めるもののほか、機構に関し必要な事項は、別に定める。 

  

附 則 

１ この規程は、平成29年4月1日から施行する。 

２ 全学教育部会要項、全学共通教育部会要項、学生支援部会要項及び国立大学法人滋賀大学キャリア

育成協議会要項は廃止する。 

附 則  

１ この規程は、平成31年４月１日から施行する。  

２ 国立大学法人滋賀大学高大接続・入試センター規程は廃止する。 

附 則 

この規程は、令和２年４月１日から施行する。  
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